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宇佐市新庁舎建設設計業務委託仕様書宇佐市新庁舎建設設計業務委託仕様書宇佐市新庁舎建設設計業務委託仕様書宇佐市新庁舎建設設計業務委託仕様書    

    
第１第１第１第１    業務概要業務概要業務概要業務概要    

    この業務は、以下の設計条件に基づき、宇佐市新庁舎建設工事の設計（建築・設備・外

構・その他）を行い、必要な設計図書等を作成するものである。 

 

１１１１    業務業務業務業務名称名称名称名称  宇佐市新庁舎建設基本設計・実施設計業務委託 

 

２２２２    業務内容業務内容業務内容業務内容            

（１）基本設計業務（１）基本設計業務（１）基本設計業務（１）基本設計業務        

宇佐市新庁舎建設工事及びそれに付帯する外構工事を含んだ基本設計業務 

（２）実施設計業務（２）実施設計業務（２）実施設計業務（２）実施設計業務 

宇佐市新庁舎建設工事及びそれに付帯する外構工事及び解体工事を含んだ実施設計業務 

（３）各種申請業務（３）各種申請業務（３）各種申請業務（３）各種申請業務    

    建築遂行上必要となる法令又は条例等に基づく資料作成・申請手続業務等 

※本業務委託は、工事監理業務は業務委託外とする。 

 

３３３３    履行期間履行期間履行期間履行期間    

契約締結の日の翌日から平成２９年９月末日まで 

ただし、基本設計業務については平成２９年３月末日までとする。また、実施設計にお

いては、建設工事に着工可能なように必要な申請等を終えるものとする。 

 

４４４４    業務の実施業務の実施業務の実施業務の実施    

（１）受注者は、業務の実施に当たっては、関係法令及び条例を遵守すること。 

（２）受注者は、業務の実施に当たっては、発注者と協議を行い、その意図や目的を十分

に理解した上で適切な人員配置のもとで進めること。 

（３）受注者は、業務の進捗に関して、発注者に対して定期的に報告を行うこと。 

（４）本委託業務に関する発注者との打ち合わせは、随時、宇佐市庁舎内で行うこと。 

（５）業務の実施に関し疑義が生じた場合には、速やかに発注者と協議を行い、指示を仰

ぐこと。 

 

５５５５    業務計画書の提出業務計画書の提出業務計画書の提出業務計画書の提出 

（１）受注者は、契約締結後 14日以内に業務計画書を作成の上発注者に２部提出し、承認

を受け各々１部を補完すること。 

（２）業務計画書には、次の事項を記載すること。 
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①検討業務内容 

②業務遂行方針 

③業務詳細工程 

④業務実施体制及び組織図 

⑤管理技術者、主任技術者一覧表及び経歴書 

⑥協力事務所（再委託業者）がある場合は、協力事務所（再委託業者）の概要及び担当

技術者一覧表 

⑦業務フローチャート 

⑧打合せ計画 

⑨その他、発注者が必要とする事項 

（３）（２）に定める事項の記載内容に追加及び変更が生じた場合には、速やかに発注者に

文書で提出し、承認を受けること。 

 

６６６６    協議等協議等協議等協議等    

（１）設計作業の実施に当たって部外折衝を要する場合は、速やかに発注者に文書で報告

し、その指示に従い処理すること。 

（２）設計作業の実施に当たって必要となる官公署その他への申請業務は、発注者の代理

者として一切の届出及び申請業務（計画通知書手続き含む。）を、発注者と協議し遅延な

く行うこと。 

 

７７７７    打合せ及び記録打合せ及び記録打合せ及び記録打合せ及び記録    

業務を適正かつ円滑に実施するため、次の時期に打合せを行い、業務方針の確認、条件

等の疑義を正すものとし、その内容については受注者がその都度記録する。記録は、Word

又は Excel形式(Ａ４縦型)で速やかに作成し、相互に確認した上で、議事録として提出する

こと。 

（１）業務着手時 

（２）上記及び調査職員又は受託者が必要と認めたときの適時 

 

８８８８    引渡し前における成果品の使用等引渡し前における成果品の使用等引渡し前における成果品の使用等引渡し前における成果品の使用等    

仕様書に規定がある場合又は調査職員が指示し受注者がこれに承諾した場合は、履行期

間途中においても、成果品の全部又は一部を使用することができる。 

    

９９９９    成果物等成果物等成果物等成果物等 

（１）段階的提出物及び提出時期 

①業務履行報告書  月毎 

②業務実施報告書  月毎 
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③基本設計成果品  平成２９年３月末日 

④実施設計成果品  平成２９年９月末日 

（２）成果物には、特定の製品名、製造所名又はこれらが推定されるような記載をしては

ならない。ただし、これにより難い場合は、あらかじめ調査職員と協議し、承諾をえな

ければならない。 

（３）本委託業務における成果物の著作権は発注者に帰属し、この使用については、発注

者が自由に行えるものとする。 

 

１０１０１０１０    業務の進歩状況の報告業務の進歩状況の報告業務の進歩状況の報告業務の進歩状況の報告 

月毎に業務の全般的な経過及び翌月の予定を記載した「月間業務工程表」を業務履行報

告書に添付し、調査職員に提出する。 

 

１１１１１１１１    業務完了後の協力等業務完了後の協力等業務完了後の協力等業務完了後の協力等 

次について発注者の要請があった場合、受注者はこれに協力する。 

（１）質問回答書の作成 

（２）設計図書に疑義が生じた場合 

（３）会計検査等 

 

１２１２１２１２    検査検査検査検査    

（１）設計業務の終了時には、業務完了届を提出すると共に、成果品を提出し、発注者の

検査を受けること。 

（２）業務完了期限前であっても、発注者があらかじめ成果品の提出期限を指定した場合

には、その指定する期限までにその時点における成果品を提出し、検査を受けること。 
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第２第２第２第２    業務業務業務業務仕様仕様仕様仕様    

この仕様書は、宇佐市新庁舎建設基本設計・実施設計業務委託に適用する。本仕様書に

記載されていない事項は、「建築設計業務委託契約書」及び「公共建築設計業務委託共通仕

様書（最新版）国土交通省大臣官房官庁営繕部監修」に定めがあるもののほか、発注者と

協議の上決定する。 

 

１１１１    設計与条件設計与条件設計与条件設計与条件    

    

（１）（１）（１）（１）計画施設概要計画施設概要計画施設概要計画施設概要    

①施設名称      宇佐市本庁庁舎 

②敷地の場所     宇佐市大字上田１０３０番地の１ほか 

③施設用途      庁舎（平成 21年国土交通省告示第 15 号別添二第 4号第 2類）    

（２）（２）（２）（２）敷地の条件敷地の条件敷地の条件敷地の条件    

①事業地 大分県宇佐市大字上田 1030番地 1ほか 約 21,300㎡ 

     大分県宇佐市大字上田 1046番地 約 2,560㎡ 

※教育委員会棟跡地（上田 1046番地）については駐車スペースとしての利用 

敷地内において新庁舎建設後も継続して活用する建物（委員会棟：延べ面積 518.4㎡、

新別館：延べ面積 1008.8㎡） 

 ②計画区域   約 23,860㎡ 

 ③用途地域等  用途地域：商業地域 

容積率 400％、建ぺい率 90％（敷地形状による緩和対象：80％→90％） 

地域地区：指定なし、都市計画：都市計画区域 

防火指定：指定なし 

 ④現況     宅地 

（（（（３３３３）施設の条件）施設の条件）施設の条件）施設の条件    

    ①延べ面積      12,296㎡程度 

 ②主要構造      本業務により決定 

 ③耐震安全性の分類 「官庁施設の総合耐震計画基準」（平成 19年 12月 18日付け国営

計第 76号、国営整第 123号、国営設第 101号）による、耐震安

全性の分類は次のとおりとする。  

（ア）構造体類：Ⅰ類 

（イ）建築非構造部材類：Ａ類 

（ウ）建築設備類：甲類 

（（（（４４４４）工事費予定額及び設計額）工事費予定額及び設計額）工事費予定額及び設計額）工事費予定額及び設計額    

 ①業務対象工事予定額 57億円以内（消費税及び地方消費税を含む。） 

※業務対象工事予定額については、平成 29年度以降の予算成立後に確定するものである。
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従って成立した予算の額に応じて事業費の規模等の変更が生じる場合等がある。 

 ②設計区分 建築主体工事、電気設備工事、給排水衛生設備工事、空調換気設備工事、

外構・付帯工事、既存建築物解体工事の設計を行う。 

（５）（５）（５）（５）設計与条件の資料設計与条件の資料設計与条件の資料設計与条件の資料    

設計与条件については、次の資料による。 

 ①宇佐市庁舎建設基本構想・基本計画 

 ②既存庁舎関連図面 

 ③地質調査報告書（平成 28年度に地質調査実施予定であるため、基本設計には既存施設

建設時の地質調査のデータを仮使用する。） 

④貸与場所等 

貸与の際には、借用書作成・押印のうえ貸し借りを行い、業務完了後返還すること。

また、発注者が必要とし返却を求めた際はその指示に従うこと。 

発注者の所有する現庁舎敷地内の各建築物の竣工図、CADデータ（建物平面図のみ）

を使用することができる。但し、参考図書とし、現場及び他の図面との照合を確認した

うえで使用すること。また、誤りがある場合は、調査職員と確認・協議のうえ、訂正を

行うものとする。 

  貸与場所（宇佐市契約管財課） 貸与時期（委託業務期間） 

  返却場所（宇佐市契約管財課） 返却時期（業務完了後） 

（６）（６）（６）（６）成果品の提出期限及び提出場所成果品の提出期限及び提出場所成果品の提出期限及び提出場所成果品の提出期限及び提出場所    

①引渡期限：第１ 業務概要 ９ 成果物等の提出時期とする。 

②提出場所：宇佐市契約管財課 

③成果物の取り扱いについて 

提出された CADデータについては、当該施設に係る工事の受注者に貸与し、当該工事

における施工図の作成、当該施設の完成図の作成及び完成後の維持管理に使用する。 

④写真の著作権の権利等について 

受注者は写真の撮影を再委託する場合は、次の事項を条件とすること。 

ア 写真は、発注者が行う事務ならびに発注者が認めた公的機関の広報に無償で使用

することができる。この場合において、著作者名を表示しないことができる。 

イ 次に掲げる行為をしてはならない。（ただし、あらかじめ発注者の承諾を受けた場

合は、この限りではない） 

ａ写真を公表すること。 

ｂ写真を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。 

 

２２２２    技術者の資格要件技術者の資格要件技術者の資格要件技術者の資格要件    参加表明書等提出時の配置技術者による 

 

３３３３    プロポーザル方式により業務を受注した場合の業務履行プロポーザル方式により業務を受注した場合の業務履行プロポーザル方式により業務を受注した場合の業務履行プロポーザル方式により業務を受注した場合の業務履行    
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受注者は、プロポーザル方式による手続きを経て設計業務を受託した場合には、技 

術提案書により提案された履行体制により当該業務を履行する。 

 

４４４４    設計業務の内容及び範囲設計業務の内容及び範囲設計業務の内容及び範囲設計業務の内容及び範囲    

 

（１）基本設計業務（１）基本設計業務（１）基本設計業務（１）基本設計業務     

①宇佐市庁舎建設基本構想・基本計画に基づく設計方針展開 

②現況調査 

 ア 必要に応じて現地調査を実施し、工事発注に必要な図面や積算可能な図面を作成

すること。 

 イ 現庁舎敷地内の各建築物の竣工図、CADデータ（建物平面図のみ）はあるが、参

考図書とし、現場及び他の図面との照合を確認したうえで使用し、解体、新庁舎建

設に伴い影響する部分の改修等の工事発注に必要な図面は、現地調査の上、積算可

能な図面を作成すること。 

③設計及び工事スケジュール調整 

 事業の基本となる全体工程表を作成すること。 

④概算工事費の把握 

 基本設計を踏まえた整備計画の概算工事費を算出すること。 

⑤平面内外空間表現、各部機能等検討 

 ア 新庁舎について建物デザイン、動線、施設運営上の管理区分、管理機能（システ

ム）等を複数プラン比較検討し、提案すること。 

 イ 内部機能の変化に柔軟に対応できる執務環境を考慮すること。 

⑥設計計画内外附帯工事検討 

 ア 構内動線、建物配置計画、メイン進入路、駐車場及び駐輪場整備計画について複

数プラン比較検討し、提案すること。 

 イ 構内ライティング計画、造成計画、既存建物解体・改修計画、インフラ引き込み

計画、排水計画、植栽計画等の附帯工事の検討をすること。 

 ウ 新庁舎建設工事に先立ち予め移転させる工作物、移植させる樹木等がある場合は、

仮移転の工事費の積算を行うこと。 

 エ 既存施設との機能連携の検討を行うこと。 

⑦防災、避難、構造計画検討 

 ア 消防法、建築基準法関係法令に基づく防災、避難計画の検討。 

 イ 防災拠点として備えておくべき機能、構造、ライフラインの検討。 

 ウ 災害対策の拠点として機能するよう、免震構造を基本とした各種工法のコストを

含めた総合的な比較検討。 

⑧使用材料、施工技術、設備方式等の比較検討 
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⑨環境保全に関する計画 

 ア 環境保全性能の検討を行うこと。 

 イ 省エネルギー型設備、再生可能（自然）エネルギーの導入、環境負荷の少ない自

然材料の使用、建設副産物の再利用等について検討すること。 

⑩ユニバーサルデザインの採用 

バリアフリー法による建築物移動等円滑化誘導基準及び大分県福祉のまちづくり条例

に適合させること。 

⑪情報化計画 

 進歩著しい情報化社会への対応を考慮すること。 

⑫ライフサイクルコストの検討 

⑬基本設計の各検討段階で新庁舎建設推進本部等への設計内容説明、資料作成 

 説明資料は市民等に分かりやすいイメージ図、パワーポイント等を用いてプレゼンテ

ーションを行うこと。 

⑭地質調査 

 別途発注する地質調査業務の調査内容に関する協議及び調査結果の分析を行うこと。 

⑮法的条件等点検 

 関係法令チェックシート作成及び関係機関との協議記録を提出すること。 

⑯透視図の作成 

 完成予想パース（外観・内観） 内容は協議による 

（２）実施設計業務（２）実施設計業務（２）実施設計業務（２）実施設計業務 

 ①基本設計に基づく設計方針展開 

②工事特記仕様書 

工事実施に対応したものを作成すること。 

③ＣＡＤによる作図 

④各工事の設計、成果図書のまとめ 

⑤ライフサイクルコストの検討 

光熱水費、耐用年限中に必要とされる各設備機器のメンテナンス、大規模修繕、各種

関係法令に基づく定期検査等の維持管理費について想定される範囲として年次的に算定

し報告すること。 

⑥法的条件等点検、計画通知書提出 

建築、省エネルギー関係等法令に基づく各種申請、認定手続きは全て受注者の責任及

び負担において行うこと。 

⑦成果図書等引継、内容説明 

⑧各種申請用技術説明書の作成、内容説明 

⑨積算、単価の根拠作成 

ア 建設物価版、建設工事標準歩掛及び見積り等による。 
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イ 見積りによる場合は、市場単価を調査し実勢に応じた単価を採用すること。 

ウ 積算数量の根拠となる拾い出し原稿を提出すること。 

    

５５５５    業務の実施業務の実施業務の実施業務の実施    

    

（１）一般事項 

基本・実施設計業務は、提示する設計与条件、「宇佐市庁舎建設基本構想・基本計画」

及び適用基準に基づき行う。 

（２）適用基準等 

  業務の実施にあたっては、建築基準法その他関係法令及びその他これに基づく条例規

則等の規定による他、国土交通省大臣官房官庁営繕部が制定又は監修した基準等による

もの（最新版）とする。 

 

①共通 

・官庁施設の基本的性能基準 

・官庁施設の企画書及び設計説明書作成要領 

・官庁施設の設計段階におけるコスト管理ガイドライン 

・官庁施設の総合耐震計画基準 

・官庁施設の総合耐震診断・改修基準 

・官庁施設の環境保全性に関する基準 

・官庁施設の環境保全性に関する診断・改修計画基準 

・官庁施設の防犯に関する基準 

・グリーン庁舎基準 

・グリーン診断・改修計画基準 

・官庁施設のユニバーサルデザインに関する基準 

・高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準 

・建築物のライフサイクルコスト 

・建築物のライフサイクルコスト評価用データ集 

・新・ＬＣ設計の考え方 

・建築のライフサイクルと維持保全 

・地球温暖化対策に寄与するための官庁施設の利用の手引き 

・建築設計業務等電子納品要領(案) 

・官庁営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン(案) 

・建築ＣＡＤ図面作成要領(案) 

・公共建築工事積算基準 

・公共建築工事共通費積算基準 
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・公共建築工事標準単価積算基準 

・敷地調査共通仕様書 

・建築工事における建設副産物管理マニュアル 

・特殊建築物等定期点検業務基準 

 

②建築 

・建築工事設計図書作成基準 

・建築物解体工事共通仕様書 

・公共建築工事標準仕様書(建築工事編) 

・公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編) 

・公共木造建築工事標準仕様書 

・建築設計基準 

・建築構造設計基準 

・建築鉄骨設計基準 

・建築工事標準詳細図 

・擁壁設計標準図 

・構内舗装・排水設計基準 

・表示・標識標準 

・公共建築工事標準書式 

・建築物解体工事共通仕様書 

・木造計画・設計基準 

・鉄骨設計標準図 

 

③建築積算 

・公共建築数量積算基準 

・公共建築工事内訳書標準書式(建築工事編) 

・公共建築工事見積標準書式(建築工事編) 

・公共建築改修工事の積算マニュアル 

・営繕工事積算チェックリスト(建築工事編) 

  

④設備 

・建築設備計画基準 

・建築設備設計基準 

・建築設備工事設計図書作成基準 

・公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編) 

・公共建築設備工事標準図(電気設備工事編) 
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・公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編) 

・公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編) 

・公共建築設備工事標準図(機械設備工事編) 

・公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編) 

・排水再利用・雨水利用システム計画基準 

・建築設備耐震設計・施工指針 

・建築設備設計計算書作成の手引 

・食品ごみ処理設備設計計画指針 

 

⑤設備積算 

・公共建築設備数量積算基準 

・公共建築工事内訳書標準書式(設備工事編) 

・公共建築工事見積標準書式(設備工事編) 

・公共建築設備改修工事の積算マニュアル 

 

６６６６    基本・実施設計業務内容成果品基本・実施設計業務内容成果品基本・実施設計業務内容成果品基本・実施設計業務内容成果品 

    

基本設計区分基本設計区分基本設計区分基本設計区分    

    

成果物等 提出部数 摘要 

ａ．総合 

・基本設計説明書 

 

 

 

・基本設計図 

仕様概要書 

仕上表 

面積表及び求積図 

敷地案内図 

配置図 

平面図（各階） 

断面図 

立面図（各面） 

矩計図（主要部詳細） 

外構図 

 

３部 

 

 

 

各３部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ４、Ａ３適宜 

基本構想・基本計画、各検討会議

に基づく各設計・検討内容の説明

含む 

Ａ３、Ａ１拡大 
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（注）①構造、設備（ｂ～ｆ）の成果物は、総合（ａ）の成果物の中に含めることができ

る。 

②基本設計図は、適宜、追加してもよい。 

・工事費概算書 

・各打合せ記録書 

３部 

１部 

Ａ４ 

Ａ４ 

ｂ．構造 

・構造計画説明書 

・構造計画概要書 

・工事費概算書 

・各種技術資料 

 

３部 

３部 

３部 

３部 

Ａ４、Ａ３適宜 

 

 

 

地質調査結果、分析含む 

ｃ．電気設備 

・電気設備計画説明書 

・電気設備計画概要書 

・工事費概算書 

・各種技術資料 

 

３部 

３部 

３部 

３部 

Ａ４、Ａ３適宜 

ｄ．給排水衛生設備 

・給排水衛生設備計画説明書 

・給排水衛生設備計画概要書 

・工事費概算書 

・各種技術資料 

 

３部 

３部 

３部 

３部 

Ａ４、Ａ３適宜 

ｅ．空調換気設備 

・空調換気設備計画説明書 

・空調換気設備計画概要書 

・工事費概算書 

・各種技術資料 

 

３部 

３部 

３部 

３部 

Ａ４、Ａ３適宜 

ｆ．昇降機 

・昇降機計画説明書 

・昇降機計画概要書 

・工事費概算書 

・各種技術資料 

 

３部 

３部 

３部 

３部 

Ａ４、Ａ３適宜 

ｇ．その他 

・工作物・立木調査報告書 

・全体工程表 

・既存建物解体・改修費 

・透視図 

 

３部 

３部 

３部 

一式 

Ａ４、Ａ３適宜 

 

 

 

Ａ１ 
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③成果物は、調査職員の指示によりＡ３二つ折り製本とする。 

④電子データ等の提出については、調査職員との協議による。 

 

 

実施実施実施実施設計設計設計設計区分区分区分区分    

    

成果物等 提出部数 摘要 

ａ.総合 

・建築計画概要書 

 

 

 

・意匠設計図 

仕様書 

仕上表 

面積表及び求積図 

敷地案内図 

配置図 

平面図（各階） 

断面図 

立面図（各面） 

矩計図 

展開図 

天井伏図（各階） 

平面詳細図 

部分詳細図（断面含む） 

建具表 

外構図 

・各打合せ記録書 

 

３部 

 

 

 

各３部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１部 

 

Ａ４、Ａ３適宜 

基本設計、各検討会議に基づく

各設計・検討内容の説明含む 

 

Ａ１、Ａ３縮小 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ４ 

ｂ．構造 

・構造設計図 

仕様書 

構造基準図 

伏図（各階） 

軸組図 

部材断面表 

 

各３部 

 

 

 

 

 

 

Ａ１、Ａ３縮小 
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各部断面図 

標準詳細図 

各部詳細図 

・構造計算書 

 

 

 

１部 

 

 

 

Ａ４ 

ｃ．電気設備 

・電気設備設計図 

仕様書 

敷地案内図 

配置図 

電灯設備図 

動力設備図 

雷保護設備図 

受変電設備図 

発電設備図 

構内情報通信網設置図 

構内交換設計図 

情報表示設備図 

映像・音響設備図 

防災情報表示設置図 

拡声設備図 

テレビ共同通信設備図 

監視カメラ設備図 

防犯・入退室管理設備図 

火災報知設備図 

中央監視制御設備図 

構内配電線路図 

構内通信線路図 

再生可能（自然）エネルギ

ー利用システム図 

・各種計算書 

 

各３部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１部 

 

Ａ１、Ａ３縮小 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ４ 

ｄ．給排水衛生設備 

・給排水衛生設備設計図 

仕様書 

敷地案内図 

配置図 

機器表 

 

各３部 

 

 

 

 

 

Ａ１、Ａ３縮小 
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衛生器具設備図 

給水設備図 

排水設備図 

給湯設備図 

消火設備図 

厨房設備図 

ガス設備図 

屋外設備図 

・各種計算書 

 

 

 

 

 

 

 

 

１部 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ４ 

e．空調換気設備 

・空気換気設備設計図 

仕様書 

敷地案内図 

配置図 

機器表 

空気調和設備図 

換気設備図 

排煙設備図 

自動制御設備図 

屋外設備図 

・各種計算書 

 

各３部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１部 

 

Ａ１、Ａ３縮小 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ４ 

ｆ．昇降機 

・昇降機設計図 

仕様書 

敷地案内図 

配置図 

昇降機等平面図 

昇降機等断面図 

部分詳細図 

・各種計算書 

 

各３部 

 

 

 

 

 

 

１部 

 

Ａ１、Ａ３縮小 

 

 

 

 

 

 

Ａ４ 

ｇ．積算 

・各工事積算数量算出書 

・各工事積算数量調書 

・見積書等関係資料 

（見積は原則３社見積以上） 

・各工事費算出設計書 

 

１部 

１部 

１部 

 

１部 

 

Ａ４ 

Ａ４ 

Ａ４ 

 

Ａ４ 
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ｈ.その他 

・既存建物解体図面 

  仕様書 

  仕上表 

  面積表及び求積図 

  敷地案内図 

  配置図 

  平面図（各階） 

  断面図 

  立面図（各面） 

  矩計図 

  構造基準図 

  伏図（各階） 

  軸組図 

  部材断面図 

  電気設備図 

  機械設備図 

・既存建物解体費算出設計書等 

・既存建物改修図面 

 

 

・既存建物改修費算出設計書等 

・透視図 

・建築物省エネルギー関係計算

書、建築省エネルギー法認定 

・概略工事工程表 

・計画通知書 

・大分県福祉のまちづくり条例

届出 

 

各３部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１部 

各３部 

 

 

１部 

一式 

一式 

 

１部 

一式 

一式 

 

Ａ３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ４ 

Ａ１、Ａ３縮小 

基本設計により改修が必要な部

分 

Ａ４ 

 

Ａ４ 

 

Ａ４、Ａ３適宜 

Ａ４ 

Ａ４ 

 

注）①構造、設備（ｂ～ｇ）の成果物は、総合（ａ）の成果物の中に含めることができる。 

②設計図は、適宜、追加してもよい。 

③成果物は、調査職員の指示により製本とする。 

④電子データ等の提出については、調査職員との協議による。 

⑤図面（各工事別）は、各３部提出すること。 

⑥積算内訳書に関しては、市様式にて入力し各工事分を提出すること。 


